
第５次南房総地域半島振興計画案の概要 

 

１ 南房総半島振興計画の概要 

（１）計画策定の趣旨 

「半島地域」という地理的な制約の下にある南房総地域において、地域特性に配慮した広域的かつ総合的な振興を図るため、取組の 
基本的な方向性と具体的な半島振興施策を計画に位置づけるもの。 

（２）計画の性格 

本計画は、半島振興法第３条の規定により、「関係都道府県が当該半島振興対策指定地域に係る半島振興」を定める計画。 

＜半島振興法の主な改正事項＞ 
・基本理念として「地方創生」、「魅力の増進」、「半島防災・国土強靱化」の３つの観点を提示 
・基本理念を踏まえ、多様な主体の連携及び協力、定住の促進、半島地域の物理的及び自然的特性を生かした地域の魅力増進、 
国土強靭化の着実な実施を施策として行うこととされた。 

＜本県の半島振興対策指定地域（６市３町）＞ 
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、大多喜町、御宿町、鋸南町 

 

２ 第５次南房総地域半島振興計画骨子 

第１ 計画策定の基本的な考え 
１ 計画策定の趣旨 地域における創意工夫を生かし、多様な主体の連携、協力を促進し、南房総半島地域の広域的かつ総合的な振興を図る。 

２ 計画の位置付け 法 3条に基づく法定計画  ３ 計画の期間 令和 7年度からおおむね 10年間 
第２ 現状及び課題 
１ 地域の概況  位置、気候、地形、土地利用など 
２ 地域の現状及び課題 
（１）人口 
・昭和 35 年人口 34 万人から令和 7 年人口約 22 万人と約 35％減少 
・65 才以上の人口比率が約 43％と県平均約 28%に比して著しく高い 

（２）産業 
・就従比（本地域で働く就業者／居住する就業者）が 0.94 と就業の場が不足 
・第 1 次産業の就業者割合が 9.2％と県平均の 2.5%に比して著しく高い 

（３）基幹的施設 
・富津館山道路の全線４車線化の整備促進等によるアクセス強化、鉄道の利用者減
少によるニーズに合わせた利便性の維持・向上 

・デジタル社会進展のための情報通信関連施設の充実 

（４）自然環境 
・自然環境保全地域をはじめ、南房総国定公園や県立自然公園等を有する 
・首都圏の半島として、貴重な自然を適正に活用するための環境保存施策が必要 

第３ 目指す姿   １．「つながる地域づくり」  ･･･ 交通・情報通信体系の整備 
２．「活力ある地域づくり」  ･･･ 産業の振興及び就業の促進 
３．「持続可能な地域づくり」 ･･･ 環境の保全、再生可能エネルギーの活用促進 
４．「住みよい地域づくり」  ･･･ 少子高齢化を踏まえた居住環境・福祉の向上 
５．「魅力ある地域づくり」  ･･･ 観光振興、地域間交流の促進 
６．「選ばれ続ける地域づくり」･･･ 移住・二地域居住の促進 
７．「災害に強い地域づくり」 ･･･ 国土保全施設等の整備及び防災体制の強化 
  



第４ 振興計画 
１ 交通・情報通信体系の整備  
（１） 道路網の整備  
〇広域幹線道路の整備 

 ・首都圏中央連絡自動車道や富津館山道路の全線 4 車線化    
の整備促進、館山までの計画具体化 

・館山・鴨川道路、鴨川・大原道路、東京湾口道路などの
計画具体化に向けた調査 

〇国道・県道等の整備 
 ・防災機能強化に資する国・県幹線道路の整備促進 
（２）鉄道等の整備  
・内房線、外房線の利便性の維持・確保 
・高速バス、広域・幹線的バスの維持・確保 
・地域の実情に応じた交通サービスの再編 

（３）港湾の整備  
・重要港湾である木更津港の機能強化 
・館山港の多目的桟橋の利用状況を勘案した施設拡充 
・マリンレジャー拠点としての活用及び賑わい創出 

（４）情報通信関連施設の整備 
 ・観光客の利便性や住民サービスの向上、防災・減災 

の推進に向けた高度情報通信ネットワークの整備  

２ 産業の振興及び就業の促進 
（１） 農林業の振興  
〇農業の振興 

 ・スマート農林水産業の加速化や稼げる農林水産業の実現 
 ・試験研究機関の充実、担い手確保 
・6 次産業化の推進、重点輸出品目への支援 
〇森林・林業再生による森林機能の維持増進 

 ・森林整備の集約化・低コスト化の推進 
・バイオマス資源の有効活用に向けた間伐材の運搬搬出支援 

 〇野生動物等による被害の防止 
（２）水産業の振興 
 ・沿岸漁業資源の維持・増大と資源管理 
・漁港・流通加工体制の整備 

 ・後継者の育成・確保 
・県立水産系高校遠隔地生徒募集 

（３）商工業の振興   
〇工業の振興 

 ・企業立地促進、天然ガス・ヨウ素産業の振興、起業促進 

（４）観光立県の推進 
 ・観光地域づくりをけん引する人材の確保・育成 
・「海」「温泉」「夕陽」などの観光資源 

 ・農林水産物・発酵食品等を活用したガストロノミー、     
ナイト・モーニングエコノミーの推進 

・観光地のユニバーサルデザイン推進  
（５）就業の促進 
 ・若年層の人口流出防止 
３ 環境の保全  
（１）自然環境の保全  
 ・自然環境の保全 
 ・首都圏自然歩道の再整備、養老川自然歩道の整備 
（２）公害の防止  
（３）再生可能エネルギーの利用の推進【新規】 
 ・適切な地域環境の保全や円滑な合意形成を図りつつ、地    

域の特徴を生かした取組の推進  
・いすみ市沖洋上風力発電の推進 

４ 居住環境・福祉の向上 
（１）水資源の開発及び利用 
 ・広域的な水資源確保 
 ・企業局による安房・夷隅地域の水道用水供給事業の運営 
・農業用用排水施設の整備、工業用水施設の更新・耐震化 

（２）教育・文化の振興  
 ・教育・文化施設の整備 
 ・地域文化の振興 
 ・地域振興に資する多様な人材の育成 
（３）生活基盤施設等の整備  
〇都市基盤施設等の整備 
・都市計画道路、公共下水道等の整備の促進 
・公園整備に検討・調査、廃棄物処理施設の整備促進 
・地域卸売市場の整備促進 

 〇持続可能なまちづくり 
 ・都市計画作成にかかる技術的支援等 
 〇保健・医療・介護・福祉施設等の充実及び感染症

対策【新規】 
・保健師の確保、救急医療体制の充実及び公的医療機関の
整備の促進 

・ドクターヘリを活用した医療体制の整備 
・新興感染症発生時における協力体制の構築 

 ・地域包括ケアシステムの深化・推進、地域密着型 
サービスの整備 

 〇 地域安全対策  
・防犯カメラの設置促進、犯罪抑止対策の推進 
・駐在所の計画的な建て替え・整備 

（４） 地域福祉の推進 
・社会福祉協議会をはじめとする、継続的組織づくりの 
推進 

７ 国土保全施設等の整備及び防災体制の強化 
（１）防災連携体制の充実強化  
 ・図上訓練、職員向け危機管理研修会等による職員の災害   

対応力の向上 
・行政、ライフライン事業者、物流、交通、建設事業者と 
の平時からの連携強化 

 ・千葉県防災情報システムの整備 
・市町村防災行政無線の整備拡充の促進 

（２）半島性を踏まえた防災対策の推進【新規】 
 ・孤立可能性集落における備蓄の強化や避難施設への支援 
 ・防災拠点の非常用電源の確保 
（３）土砂災害対策 
 ・峰岡山系を中心とする地すべり対策 
・急傾斜地崩壊対策、流域の荒廃や土砂流出防止対策 

（４）河川の整備  
 ・滝川（館山市）及び袋倉川（鴨川市）等における河川改修 
（５）海岸の保全  
 ・防護、環境、利用面からの総合的な海岸づくり推進 
（６）農地・森林の保全 
・老朽化したため池の整備 
・地すべり被害及び湛水被害の未然防止 
・治山事業、保安林機能の高度発揮、植栽等の森林整備 

（７）災害に強い社会資本の整備【新規】 
 ・緊急輸送道路等の強化の推進 
 ・耐震強化岸壁の整備の推進 
 ・道路休憩施設の防災機能の強化促進 
 ・水道、鉄道における災害対策の促進 

５ 地域間交流の促進 
（１） 広域連携による地域づくりの推進 
 ・地域づくり推進事業 

 ・半島振興広域連携促進事業 

（２）観光交流の拡大  
 ・観光需要に対応できる体制づくりの推進 
・「千葉県酪農のさと」の活用の推進 

６ 移住・二地域居住の促進【新規】 
（１）移住・二地域居住の促進 
 ・本地域ならではのライフスタイルや魅力の積極的な発信 

・副業人材の活用等による関係人口の創出 

 ・就業を希望する人と県内企業の雇用のマッチング支援 

・地元企業の魅力発信の充実、地域を支える人材の育成 
（２）空き家の利活用 
 ・空き家情報の発信やマッチングの促進 
・適切な住宅リフォームの促進 
・民間事業者等との連携による空き家活用支援体制整備 

第５ 社会目標等 ：本計画における取組等の進捗状況の確認・評価に係る重要業績評価指標（KPI）の設定 

 


